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議案第１号 

 
 

   北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物 
   の規制に関する条例の制定について 
 
 
 北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に

関する条例を別紙のとおり制定いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）に基づき、ボールパーク

地区等の区域内における屋外広告物について、必要な事項を定めるもの

です。 
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北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関す 

る条例 

 

目次 

第1章 総則(第1条―第4条) 

第2章 広告物等の表示の制限及び許可(第5条―第13条) 

第3章 管理、監督等(第14条―第27条) 

第4章 諮問(第28条) 

第5章 北広島市屋外広告物審議会(第29条―第32条) 

第6章 雑則(第33条・第34条) 

第7章 罰則(第35条―第40条) 

 附則 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規

定に基づき、ボールパーク地区等の区域における屋外広告物について必要な規制を

行い、もって当該区域内の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆

に対する危害を防止することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。 

(2) 広告主 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出す

る物件(以下「掲出物件」という。)を設置することを決定し、自ら又は屋外広告

業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。)を営む者その他の者への委託等

により、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。 

(3) 行為者等 広告主、広告主から委託等を受けて、広告物を表示し、又は掲出物

件を設置する者及び当該広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」とい

う。)をいう。 

(4) 出願者 行為者等のうち、この条例の規定による許可を受けた者をいう。 

(5) ボールパーク地区 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項

の規定により作成した北広島市都市再生整備計画に記載する同条第2項第5号の

滞在快適性等向上区域をいう。 

(適用区域) 

第3条 この条例は、ボールパーク地区及び当該地区に接する道路の区域に適用する。 

2 前項に規定する区域は、市長が告示する。 

(広告物のあり方) 

第4条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危

害を及ぼすおそれのないものでなければならない。 
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  第2章 広告物等の表示の制限及び許可 

(禁止物件) 

第5条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

ただし、投影広告物(広告物のうち、建築物等に光で投影する方法により表示され

るものをいう。以下同じ。)については、道路交通の安全を阻害するおそれのない場

合は、この限りでない。 

(1) 街路樹及び路傍樹並びに北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第

64号)の規定により指定された記念保護樹木 

(2) 煙突、送電塔、送受信塔、ガスタンク、油タンクその他これらに類するもの 

(3) 銅像、記念碑その他これらに類するもの 

(4) 橋りょう、トンネル、分離帯その他これらに類するもの 

(5) 信号機、照明灯、道路標識、歩道柵、防護柵、防雪柵その他これらに類するも

の 

(6) 消火栓、火災報知機、火の見やぐらその他これらに類するもの 

(7) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔その他これらに類する

もの 

(8) 発電用風力設備(風力を原動力として電気を発生させるために施設するもの

であって、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気

工作物であるものをいう。第12条第1項第10号において同じ。) 

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要

建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木 

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持する

ために市長が指定する物件 

2 電柱及び消火栓標識には、法第7条第4項本文に規定するはり紙、はり札等、広告旗

(第12条第1項第12号において「はり紙、はり札等、広告旗」という。)又は立看板等

を表示し、又は設置してはならない。 

(禁止広告物) 

第6条 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観又は風致を害するお

それのある広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。 

2 公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置

してはならない。 

(許可等) 

第7条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるとこ

ろにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可に係る基準(第28条第1号において「許可基準」という。)は、規則で定

める。 

3 市長は、第1項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致

を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 

4 市長は、前項の規定により条件を付して第1項の許可をするとき、又は良好な景観
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の形成に支障を及ぼすおそれがないかどうかを判断するに当たって必要があると

認めるときは、北広島市屋外広告物審議会の意見を聴くことができる。 

(許可の有効期間) 

第8条 この条例の規定による許可の有効期間は、3年を超えない範囲内において規則

で定める。 

(手数料) 

第9条 第7条第1項、次条又は第12条第3項、第4項若しくは第6項の許可を受けようと

する者は、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律

第194号)第6条の規定による届出をした政治団体が法第7条第4項本文に規定するは

り紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするとき

は、この限りでない。 

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。 

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除す

ることができる。 

4 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

(変更及び継続の許可) 

第10条 この条例の規定による許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又は

その広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で

定めるところにより、更に許可を受けなければならない。 

2 許可の有効期間の満了後、更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置し

ようとするときは、規則で定めるところにより、更に許可を受けなければならない。 

(許可の表示) 

第11条 出願者は、この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、

又は設置するときは、当該広告物又は掲出物件に市長の行う検印を受け、又はその

交付する許可証票を貼らなければならない。 

(適用除外) 

第12条 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第5条及び第7条第1項の規定(第

12号及び第13号については、第7条第1項の規定)は、適用しない。 

(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの 

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的を

もって表示し、又は設置するもの 

(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物 

(4) 自己の事務所又は営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の

所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの 

(5) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する

もの 

(6) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物を表示するため、当該会場

の敷地内に表示し、又は設置するもの 
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(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物 

(8) 人、動物又は車両(第4項の自動車を除く。)、船舶、航空機その他これらに類

するものに表示し、又は設置するもの 

(9) 煙突、ガスタンク、油タンクその他これらに類するものに表示する広告物 

(10) 発電用風力設備のナセル(動力伝達装置、発電機等を格納する部分をいう。)

に表示する広告物 

(11) 祭礼その他慣例上やむを得ないもの 

(12) 営利を目的としないはり紙、はり札等、広告旗その他これらに類するもの 

(13) 表示又は設置の期限が5日以内のもの 

(14) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物 

(15) 公益を目的とする行事、催物等のために表示する投影広告物であって、公益

性を有するもの 

2 前項の規定による適用の除外に関し必要な基準は、規則で定める。 

3 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供するこ

とを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件であって、規則で定めるところに

より市長の許可を受けたものについては、第7条第1項の規定は、適用しない。 

4 広告物を表示し、又は掲出することにより営業に関する宣伝を主たる目的として

走行する自動車に表示される広告物又は設置される掲出物件であって、規則で定め

るところによりあらかじめ市長の許可を受けたものについては、第7条第1項の規定

は、適用しない。 

5 第1項及び第3項の規定は、第1項及び第3項に規定する広告物(以下この項において

「適用除外広告物」という。)又は掲出物件に適用除外広告物に該当しない広告物

を付する場合には、これを適用しない。 

6 良好な景観又は風致を害するおそれがなく、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそ

れのない広告物又は掲出物件であって、規則で定めるところによりあらかじめ市長

の許可を受けたものについては、第5条の規定は、適用しない。 

(協議) 

第13条 国、地方公共団体又は公共的団体は、前条第1項第2号の広告物又は掲出物件

のうち規則で定めるものを、第5条第1項若しくは第2項の物件に表示し、又は設置

しようとする場合(同項の物件にあっては、法第7条第4項本文に規定するはり紙、

はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合に限る。)には、あらか

じめ、市長に協議しなければならない。 

   第3章 管理、監督等 

(管理者の設置) 

第14条 出願者は、この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定

めるものを表示し、又は設置するときは、規則で定めるところにより、管理者を置

かなければならない。 

(出願者の変更の届出等) 

第15条 出願者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地又は代表者
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の氏名)を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に

届け出なければならない。 

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件の所有権を承継して引き続

き当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、規則で定めるところによ

り、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

(管理及び除却の義務) 

第16条 行為者等は、広告物又は掲出物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良

好な状態に保持しなければならない。 

2 表示又は設置の許可の有効期間が満了したときは、出願者は、5日以内に当該広告

物又は掲出物件を除却し、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に

届け出なければならない。 

3 第12条第1項各号に掲げる広告物又は掲出物件については、その広告の目的を完了

し、又は期間が満了したときは、直ちにこれを除却しなければならない。 

(点検の義務) 

第17条 行為者等は、広告物又は掲出物件の損傷、腐食その他の劣化の状況を定期的

に点検しなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、

この限りでない。 

2 行為者等は、前項の規定による点検のうち規則で定めるものを行うときは、法第

10条第2項第3号イの試験に合格した者又はこれと同等以上の知識を有する者とし

て規則で定める者に行わせなければならない。 

3 出願者は、第10条第2項に規定する許可の申請をしようとするときは、規則で定め

るところにより、併せて第1項の規定による点検の結果を市長に報告しなければな

らない。 

(報告及び立入検査) 

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、行為者等から報告させ、又

はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告

物若しくは掲出物件を検査させることができる。 

2 前頂の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者にこれを提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

(許可の取消し、除却その他の措置) 

第19条 この条例の規定による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が、良好な景観

若しくは風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められ

るに至ったとき、又は許可申請書に虚偽の記載があったときは、市長は、その許可

を取り消し、又はその出願者若しくは管理者に対し、当該広告物若しくは掲出物件

の表示若しくは設置の停止を命じ、若しくは相当の期限を定め、その改修、移転、

除却その他必要な措置を命ずることができる。 

第20条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件がある
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ときは、市長は、行為者等に対して、当該広告物若しくは掲出物件の表示若しくは

設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、その改修、移転、除却その他必要な措

置を命ずることができる。ただし、行為者等を過失がなくて確知することができな

い場合においては、市長は、自らこれを移転し、又は除却する等必要な措置をとる

ことができる。 

2 市長は、前項ただし書の規定により掲出物件を除却しようとする場合は、期限を

定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自らこれを除却す

る旨を告示しなければならない。 

3 前項の期限は、告示の日から起算して15日を経過する日以後としなければならな

い。ただし、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは、この限

りでない。 

(公表) 

第21条 市長は、第19条又は前条第1項の規定による命令をしたときは、商号、名称又

は氏名その他の規則で定める事項について、市のホームページへの掲載その他の方

法により公表しなければならない。 

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項) 

第22条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出

物件を除却した日時 

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所 

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要

と認められる事項 

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法) 

第23条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければなら

ない。 

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項

第1号の広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。 

(2) 法第8条第3項第2号の広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満

了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は

掲出物件について権原を有する者(第27条において「所有者等」という。)の氏名

及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市のホームページへの

掲載その他の方法により公示すること。 

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式によ

る保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させなければならない。 

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法) 

第24条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例

価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出

- 7 -



物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市

長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的

知識を有する者の意見を聴くことができる。 

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続) 

第25条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札

に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物

又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は

掲出物件については、随意契約により売却することができる。 

(公示の日から売却可能となるまでの期間) 

第26条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。 

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日 

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月 

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間 

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続) 

第27条 市長は、法第8条第1項本文の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条

第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に

返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示

させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所

有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するもの

とする。 

   第4章 諮問 

第28条 市長は、次に掲げる場合においては、北広島市屋外広告物審議会の意見を聴

かなければならない。 

(1) 許可基準を定め、又は変更しようとするとき。 

(2) 第12条第6項の許可をしようとするとき。 

   第5章 北広島市屋外広告物審議会 

(北広島市屋外広告物審議会) 

第29条 屋外広告物に関する重要事項を調査審議するため、北広島市屋外広告物審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

第30条 審議会は、第3条に規定する区域の良好な広告景観の形成の推進に関する重

要事項その他必要な事項について調査審議する。 

(組織) 

第31条 審議会は、委員10人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) その他市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 
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(運営等) 

第32条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   第6章 雑則 

(告示) 

第33条 市長は、第5条第1項第10号の規定による指定をしたとき、又はこれを変更し、

若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。 

(委任) 

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   第7章 罰則 

(罰則) 

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(1) 第5条又は第6条第2項の規定に違反した者 

(2) 第7条第1項の規定に違反して、許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出

物件を設置した者 

(3) 第7条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者 

(4) 第19条又は第20条第1項の規定による命令に違反した者 

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第10条第1項の規定に違反して、更に許可を受けることなく、許可の内容に変

更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転した者 

(2) 第10条第2項の規定に違反して、更に許可を受けることなく、許可の有効期間

満了後、更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者 

(3) 第11条、第15条又は第16条第2項若しくは第3項の規定に違反した者 

第37条 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処す

る。 

(両罰規定) 

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 

(過料) 

第39条 詐欺その他不正の行為により、第9条の手数料の徴収を免れた者は、その免

れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、

5万円とする。)の過料に処する。 

(適用上の注意) 

第40条 この条例の適用に当たっては、市民及び滞在者の政治活動の自由その他市民

及び滞在者の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

附 則 

(施行期日) 
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1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前に北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)の規

定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

別表(第9条関係) 

区分 金額 

地上広告物(アーチ式広

告物を除く。)、屋上広

告物又は壁面広告物 

発光装置又は照明装置を有

しないもの 

表示面積5平方メートルまで

ごとにつき1,300円 

発光装置又は照明装置を有

するもの 

表示面積5平方メートルまで

ごとにつき1,900円 

立看板 1枚につき910円 

電柱広告物 1個につき300円 

アーチ式広告物 

発光装置又は照明装置を有

しないもの 
1基につき3,800円 

発光装置又は照明装置を有

するもの 
1基につき5,400円 

アドバルーン広告物 1個につき1,700円 

広告幕・広告網又はのぼり・旗 1枚につき650円 

はり札 1枚につき220円 

はり紙 50枚につき300円 

広告車 1台につき1,900円 

投影広告物 
表示面積5平方メートルまで

ごとにつき1,900円 

 備考 

  1 この表において「地上広告物」とは、木又は金属等の耐久性のある材料を使用

して作成し、土地に固定して設置するものをいい、「屋上広告物」とは、建築

物の屋上又は屋上の工作物に取り付けるもの(階段室、昇降機塔その他これら

に類する部分の壁面に表示するものを含む。)をいい、「壁面広告物」とは、建

築物その他の工作物の壁面に表示し、又は取り付けるもの(壁面から突き出し

て装置するものを含む。)をいう。 

  2 この表において「立看板」とは、容易に取り外すことができる状態で立て、又

は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に立て掛けるものをいう。 

  3 この表において「電柱広告物」とは、電柱その他これに類するものを利用して

装置するものをいう。 

  4 この表において「アーチ式広告物」とは、地上広告物のうち、道路等を横断し

て設置するものをいう。 

  5 この表において「アドバルーン広告物」とは、気球を利用して表示するものを

いう。 

  6 この表において「広告幕・広告網」とは、建築物その他の工作物若しくはこれ

ら以外の物件に懸垂し、若しくは添架するもの又は電柱等を利用して空中に掲

出するものをいい、「のぼり・旗」とは、布等をさおその他の棒状の物件に取
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り付けて作成するもので、単独で立て、又は建築物その他の工作物若しくはこ

れら以外の物件に取り付けるものをいう。 

  7 この表において「はり札」とは、小型簡易なもので、建築物その他の工作物又

はこれら以外の物件に容易に取り外すことができる状態で取り付けるものを

いい、「はり紙」とは、紙製、ビニール製等のもので、建築物その他の工作物

又はこれら以外の物件に貼り付けるものをいう。 

  8 この表において「広告車」とは、外面に広告を表示し、又は装置して、営業宣

伝を目的として移動する自動車をいう。 
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議案第２号 

 

 

   北広島市青葉浄水場跡地利活用事業プロポーザル審査委員 

会設置条例の制定について 

 

 

北広島市青葉浄水場跡地利活用事業プロポーザル審査委員会設置条

例を別紙のとおり制定いたしたい。 

 
 

令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 

 青葉浄水場跡地利活用事業に係る契約候補者を公募型プロポーザル

方式により選定するに当たり、客観的かつ中立公正な評価に基づき選定

を実施するため、北広島市青葉浄水場跡地利活用事業プロポーザル審査

委員会を設置し、その組織及び会議の運営等について、必要な事項を定

めるものです。 
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北広島市青葉浄水場跡地利活用事業プロポーザル審査委員会設置条例 

 

(設置) 

第1条 北広島市青葉浄水場跡地の利活用事業に係る契約の相手方の候補者(以下

「契約候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、当

該利活用事業に係る提案内容(以下「提案内容」という。)に対する客観的かつ中

立公正な評価に基づき当該選定を実施するため、北広島市青葉浄水場跡地利活用

事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(定義) 

第2条 この条例において「公募型プロポーザル方式」とは、市が所有する北広島市

青葉浄水場跡地の利活用について、一定の条件を満たす者から公募により提案を

求め、当該利活用の内容として最も優れた提案を行った者を契約候補者として特

定する方式をいう。 

(所掌事務) 

第3条 委員会は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定

により上下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 提案内容の評価に関すること。 

(2) 提案内容を評価するための基準に関すること。 

(3) その他公募型プロポーザル方式による契約候補者の選定に関すること。 

(組織) 

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市の職員 

(3)  その他管理者が必要と認める者 

(委員長) 

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する

委員が、その職務を代理する。 

(議事) 

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができな

い。 

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

5 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員会の会
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議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

(会議の特例) 

第7条 委員長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを

得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問

い、委員会の会議に代えることができる。 

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合にお

いて、同条第3項及び第4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものと

する。 

(庶務) 

第8条 委員会の庶務は、水道部経営管理課において処理する。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が

定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(この条例の失効) 

2 この条例は、委員会が第3条の諮問に係る調査審議を終了した日限り、その効力

を失う。 
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議案第３号 

 
 

北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の全部改 
正について 

 
 
北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例（昭和６１年広島町

条例第９号）の全部を別紙のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 より良い教育環境を整備するための北広島市立学校の配置等の在り

方について調査審議するため、所要の改正を行うものです。 
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北広島市立学校適正配置等審議会条例 

 

 北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例(昭和61年広島町条例第9号)の全部

を改正する。 

(設置) 

第1条 北広島市立学校の教育環境の適正な整備を図るため、北広島市立学校適正配置

等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第2条 審議会は、北広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) より良い教育環境を整備するための北広島市立学校の配置等の在り方に関する

こと。 

(2) 児童及び生徒の通学区域の設定及び変更に関すること。 

(組織) 

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者 

(3) 公募に応募した者(市内に住所を有する者に限る。) 

(4) 北広島市立学校の教職員 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

(議事) 

第5条 審議会は、会長が招集する。 

2 会長は、審議会の会議の議長となる。 

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 

 (会議の特例) 

第6条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得な
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い理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、審議

会の会議に代えることができる。 

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合におい

て、同条第3項及び第4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。 

 (部会) 

第7条 審議会は、特定の事項を調査及び検討するため必要があるときは、部会を置く

ことができる。 

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のう

ちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

6 部会長は、当該部会における調査及び検討の経過及び結果について、審議会に報告

しなければならない。 

7 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、第5条及び前条第1項の

規定中「審議会」とあるのは「部会」と、第5条第1項及び第2項並びに前条第1項の規

定中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

8 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会

が定める。 

附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、

公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この条例の施行の際現に改正前の北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

第3条第2項の規定により委嘱されている委員(同項第4号に掲げる者を除く。以下この

項において「旧審議会委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、改正後

の北広島市立学校適正配置等審議会条例(次項において「新条例」という。)第3条第2

項の規定により北広島市立学校適正配置等審議会の委員として委嘱されたものとみ

なす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第3

項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審議会委員としての残任期間

と同一の期間とする。 

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員の人数が新条例第3条第1項に定

める人数に満たない場合において、新たに委嘱される委員の任期は、同条第3項の規

定にかかわらず、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期と同一の期間とする。 
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 (北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例等の一部を改正する条例の一部改

正) 

4 北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例等の一部を改正する条例(令和3年

北広島市条例第28号)の一部を次のように改正する。 

第1条を次のように改める。 

第1条 削除 

5 北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会条例等の一部を改正する条例の一部を

次のように改正する。 
改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 (施行期日)  (施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただ

し、第3条の規定は、令和4年10月1日から施行す

る。 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

  (1) 第3条の規定 令和4年10月1日 

  (2)  第1条の規定 令和5年6月1日 

 (準備行為)  (準備行為) 

2 改正後の北広島市社会教育委員に関する条例第

2条、北広島市図書館条例第9条及び北広島市スポ

ーツ推進審議会に関する条例第4条の規定による

委員の委嘱又は任命のために必要な準備行為は、

この条例の施行前においても行うことができる。 

2 改正後の北広島市立小学校及び中学校通学区域

審議会条例第3条、北広島市社会教育委員に関す

る条例第2条、北広島市図書館条例第9条及び北広

島市スポーツ推進審議会に関する条例第4条の規

定による委員の委嘱又は任命のために必要な準

備行為は、この条例の施行前においても行うこと

ができる。 
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議案第４号 

 
 
北広島市職員定数条例の一部を改正する条例について 

 
 
 北広島市職員定数条例（昭和４１年広島村条例第４号）の一部を別紙

のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 令和４年度の行政組織の改編に伴い、消防本部及び消防署の職員定数

を変更するものです。 
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  北広島市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

北広島市職員定数条例(昭和41年広島村条例第4号)の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

(職員の定数) (職員の定数) 

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。 第2条 職員の定数は、次のとおりとする。 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

(8) 消防本部及び消防署の職員 95人 (8) 消防本部及び消防署の職員 92人 

  附 則 

この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
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議案第５号 

 
 

北広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 
て 

 
 
北広島市国民健康保険税条例（平成１３年北広島市条例第３号）の一

部を別紙のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律（令和３年法律第６６号）の施行に伴い、未就学児に係

る被保険者均等割額を減額するなど、所要の改正を行うものです。 
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   北広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

北広島市国民健康保険税条例(平成13年北広島市条例第3号)の一部を次のように改正

する。 
改正後 改正前 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世

帯別平等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世

帯別平等割額) 

第6条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号

に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

第6条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号

に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保

険法第6条第8号の規定により被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後

5年を経過する月までの間にあるもの(当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第6条の4及び第24条第1項において

同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者

と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後5年を経過する月の翌月か

ら特定月以後8年を経過する月までの間にある

もの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に

限る。)をいう。第3号、第6条の4及び第24条第

1項において同じ。)以外の世帯 2万5,600円 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保

険法第6条第8号の規定により被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後

5年を経過する月までの間にあるもの(当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第6条の4及び第24条において同じ。)

及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一

の世帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て特定月以後5年を経過する月の翌月から特定

月以後8年を経過する月までの間にあるもの

(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。)をいう。第3号、第6条の4及び第24条にお

いて同じ。)以外の世帯 2万5,600円 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

  

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の所得割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の所得割額) 

第6条の2 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の

総所得金額等に100分の2.58を乗じて算定する。 

第6条の2 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属

する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得

金額等に100分の2.58を乗じて算定する。 

  

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) (納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 

第14条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務

が発生した者には、その発生した日の属する月か

ら、月割をもって算定した第2条第1項の額(第24

条の規定による減額が行われた場合には、その減

額後の国民健康保険税の額とする。以下この条に

おいて同じ。)を課する。 

第14条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務

が発生した者には、その発生した日の属する月か

ら、月割をもって算定した第2条第1項の額(第24

条の規定による減額が行われた場合には、同条の

国民健康保険税の額とする。以下この条において

同じ。)を課する。 

2～8 略 2～8 略 

  

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第24条 次の各号のいずれかに該当する国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が63万円を超える場合には、63万円)、

同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額

第24条 次の各号のいずれかに該当する国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が63万円を超える場合には、63万円)、

同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額
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改正後 改正前 

して得た額が19万円を超える場合には、19万円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円)の

合算額とする。 

して得た額が19万円を超える場合には、19万円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円)の

合算額とする。 

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義

務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項

に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所

得について同条第3項に規定する給与所得控除

額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給

与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)

をいう。以下この号において同じ。)の数及び

公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法

第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る

所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第4項に規定する公的年

金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の

者にあっては当該公的年金等の収入金額が60

万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。)をいい、給与所得を有する

者を除く。)の数の合計数(以下この条において

「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加

算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者(前年中に法第703条の5に規定する総

所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33

号)第28条第1項に規定する給与所得について

同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入

金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以

下この号において同じ。)の数及び公的年金等

に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5

に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得につい

て同条第4項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が60万円を超える者

に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が110万円を超える者に限

る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)

の数の合計数(以下この条において「給与所得

者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、

43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

を超えない世帯に係る納税義務者 

ア～カ 略 ア～カ 略 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義

務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万

円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万

5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者(前号に該当するものを除く。) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者

及び特定同一世帯所属者1人につき28万5,000

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者(前号に該当するものを除く。) 

ア～カ 略 ア～カ 略 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義

務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万

円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に

10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者(前2号に該当するものを除く。) 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当

該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者

及び特定同一世帯所属者1人につき52万円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

(前2号に該当するものを除く。) 
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改正後 改正前 

ア～カ 略 ア～カ 略 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に

6歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの

間にある被保険者(以下「未就学児」という。)が

ある場合における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属

する未就学児につき算定した被保険者均等割額

(前項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に

限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定

める額 

 

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世

帯 3,390円 

 

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世

帯 5,650円 

 

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世

帯 9,040円 

 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 1

万1,300円 

 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人

について次に定める額 

 

  ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世

帯 1,005円 

 

  イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世

帯 1,675円 

 

  ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世

帯 2,680円 

 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

3,350円 

 

  

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課

税の特例) 

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課

税の特例) 

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世

帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被

保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例

対象被保険者等をいう。第25条の2において同

じ。)である場合における第3条及び前条第1項の

規定の適用については、第3条第1項中「規定する

総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第

24条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得

金額に給与所得が含まれている場合においては、

当該給与所得については、所得税法(昭和40年法

律第33号)第28条第2項の規定よって計算した金

額の100分の30に相当する金額によるものとす

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世

帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被

保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例

対象被保険者等をいう。第25条の2において同

じ。)である場合における第3条及び前条の規定の

適用については、第3条第1項中「規定する総所得

金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条

の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額

に給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、所得税法(昭和40年法律第3

3号)第28条第2項の規定よって計算した金額の10

0分の30に相当する金額によるものとする。次項
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改正後 改正前 

る。次項において同じ。)」と、「同条第2項」と

あるのは「法314条の2第2項」と、前条第1項第1

号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額

(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金

額に給与所得が含まれている場合においては、当

該給与所得については、所得税法第28条第2項の

規定によって計算した金額の100分の30に相当す

る金額によるものとする。次号及び第3号におい

て同じ。)及び」とする。 

において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは

「法314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金

額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特

例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含

まれている場合においては、当該給与所得につい

ては、所得税法第28条第2項の規定によって計算

した金額の100分の30に相当する金額によるもの

とする。次号及び第3号において同じ。)」とする。 

  

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

1 略 1 略 

(経過措置) (経過措置) 

2 略 2 略 

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公

的年金等に係る所得(次項から附則第7項までに

おいて「公的年金等所得」という。)について同

条第4項に規定する公的年金等控除額(65歳以上

である者に係るものに限る。次項から附則第7項

までにおいて「特定公的年金等控除額」という。)

の控除を受けた場合における第24条第1項の規定

の適用については、同条中「法第703条の5第1項

に規定する総所得金額及び山林所得金額」とある

のは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額

(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に

規定する公的年金等に係る所得については、同条

第2項第1号の規定によって計算した金額から15

万円を控除した金額によるものとする。)及び山

林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125

万円」とする。 

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公

的年金等に係る所得(次項から附則第7項までに

おいて「公的年金等所得」という。)について同

条第4項に規定する公的年金等控除額(65歳以上

である者に係るものに限る。次項から附則第7項

までにおいて「特定公的年金等控除額」という。)

の控除を受けた場合における第24条の規定の適

用については、同条中「法第703条の5に規定する

総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第

703条の5に規定する総所得金額(所得税法(昭和4

0年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金

等に係る所得については、同条第2項第1号の規定

によって計算した金額から15万円を控除した金

額によるものとする。)及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

(平成18年度分の公的年金等所得に係る国民健康

保険税の減額の特例) 

(平成18年度分の公的年金等所得に係る国民健康

保険税の減額の特例) 

4 略 4 略 

(平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康

保険税の減額の特例) 

(平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康

保険税の減額の特例) 

5 略 5 略 

(平成18年度における国民健康保険税に係る所得

割額の算定の特例) 

(平成18年度における国民健康保険税に係る所得

割額の算定の特例) 

6 略 6 略 

(平成19年度における国民健康保険税に係る所得

割額の算定の特例) 

(平成19年度における国民健康保険税に係る所得

割額の算定の特例) 

7 略 7 略 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例) 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第3

3条の2第5項の配当所得等を有する場合における

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第3

3条の2第5項の配当所得等を有する場合における
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改正後 改正前 

第3条及び第24条第1項の規定の適用については、

第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33

条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」とする。 

第3条及び第24条の規定の適用については、第3

条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33

条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」と、第24条中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

3条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」とする。 

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第3

4条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条

及び第24条第1項の規定の適用については、第3

条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額

(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の

4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2

第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の

2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第

31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合

計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所

得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額

(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第

4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条

第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定す

る長期譲渡所得の金額」とする。 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第3

4条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条

及び第24条の規定の適用については、第3条第1

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

4条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特

別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項

若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、

第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、

第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場

合には、これらの規定の適用により同法第31条第

1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額。以下この項において「控除

後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額か

ら法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額

の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並び

に控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規

定する長期譲渡所得の金額」と、第24条中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得

の金額」とする。 

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例) 

10 略 10 略 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例) 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第3条及び第24条第1項の規定の適

用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第3

3条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第31

4条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第3条及び第24条の規定の適用につ

いては、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の

3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の

2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」
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改正後 改正前 

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」とする。 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、第24条中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」とする。 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例) 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第3条及び第24条第1項の

規定の適用については、第3条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあ

るのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第3条及び第24条の規定の

適用については、第3条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは

「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例) 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第3条及び第24条第1項

の規定の適用については、第3条第1項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」

とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第3条及び第24条の規定

の適用については、第3条第1項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例) 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第3条及び第24条第1項の

規定の適用については、第3条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるの

は「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得

を有する場合における第3条及び第24条の規定の

適用については、第3条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所
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改正後 改正前 

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、第24条第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」とする。 

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、第24条中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)

第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第1

2条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第1

6条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得

を有する場合における第3条及び第24条第1項の

規定の適用については、第3条第1項中「山林所得

金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律

(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条

第5項及び第16条第2項において準用する場合を

含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この

条及び第24条第1項において「特例適用利子等の

額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」

と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額

(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等

の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額」とする。 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)

第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第1

2条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第1

6条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得

を有する場合における第3条及び第24条の規定の

適用については、第3条第1項中「山林所得金額の

合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37

年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及

び第16条第2項において準用する場合を含む。)

に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び

第24条において「特例適用利子等の額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所

得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第2

4条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額」とする。 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する

特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特

例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第3条及び第24条第1項

の規定の適用については、第3条第1項中「山林所

得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山

林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12

条第6項及び第16条第3項において準用する場合

を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下こ

の条及び第24条第1項において「特例適用配当等

の額」という。)の合計額から法第314条の2第2

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する

特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特

例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第3条及び第24条の規定

の適用については、第3条第1項中「山林所得金額

の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得

金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和

37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項

及び第16条第3項において準用する場合を含む。)

に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び

第24条において「特例適用配当等の額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所
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項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合

計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配

当等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等

の額」とする。 

得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第2

4条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用配当等の額」とする。 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の

2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所

得を有する場合における第3条及び第24条第1項

の規定の適用については、第3条第1項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額の合計額から法第3

14条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額

(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10

項に規定する条約適用利子等の額」と、第24条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の

2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とす

る。 

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の

2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所

得を有する場合における第3条及び第24条の規定

の適用については、第3条第1項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定す

る条約適用利子等の額の合計額から法第314条の

2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用

利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額」と、第24条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項

に規定する条約適用利子等の額」とする。 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条

約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条

約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第3条及び第24条第1項

の規定の適用については、第3条第1項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に

規定する条約適用配当等の額の合計額から法第3

14条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額

(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条

約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条

約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第3条及び第24条の規定

の適用については、第3条第1項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額から法第314条の

2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用
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約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の

2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とす

る。 

配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に

規定する条約適用配当等の額」と、第24条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等の額」とする。 

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特

例) 

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特

例) 

19 略 19 略 

     附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正後の北広島市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 
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議案第６号 

 
 

北広島市住宅リフォーム助成に関する条例の一部を改正す 
る条例について 

 
 
北広島市住宅リフォーム助成に関する条例（平成２２年北広島市条例

第３０号）の一部を別紙のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 助成期間を１年間延長するものです。 
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北広島市住宅リフォーム助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

北広島市住宅リフォーム助成に関する条例(平成22年北広島市条例第30号)の一部を

次のように改正する。 
改正後 改正前 

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

1 略 1 略 

(失効) (失効) 

2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を

失う。 

2 この条例は、令和4年3月31日限り、その効力を

失う。 
  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７号 

 
 

北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例 
の一部を改正する条例について 

 
 
北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例（平成２１

年北広島市条例第３２号）の一部を別紙のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

等の一部改正に伴い、手数料の額を改定するなど、所要の改正を行うも

のです。 
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  北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例の一部を改正 

  する条例 

 

北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例(平成21年北広島市条例第

32号)の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 確認書 住宅の品質確保の促進等に関する

法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規

定する確認書(住宅の構造及び設備が長期使用

構造等(法第2条第4項に規定する長期使用構造

等をいう。次号において同じ。)である旨が記

載されたものに限る。)をいう。 

(2) 適合証 住宅の品質確保の促進等に関する

法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定

する登録住宅性能評価機関が交付する長期優

良住宅建築等計画が法第6条第1項第1号、第2

号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合してい

ることを証する書類をいう。 

(3) 住宅性能評価書 住宅の品質確保の促進等

に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能

評価書(住宅の構造及び設備が長期使用構造等

である旨が記載されたものに限る。)をいう。 

(3) 住宅性能評価書 住宅の品質確保の促進等

に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能

評価書をいう。 

  

(認定申請に係る手数料の額) (認定申請に係る手数料の額) 

第3条 法第5条第1項から第5項までの規定による

長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る手数

料の額は、当該申請に係る工事の種別及び1棟の

住宅の戸数の区分に応じ、次の表に掲げる金額

を、当該申請及び当該申請と同時に行われた同一

の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(そ

の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切

り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたとき

はこれを100円に切り上げた額)とする。 

第3条 法第5条第1項から第3項までの規定による

長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る手数

料の額は、当該申請に係る工事の種別及び1棟の

住宅の戸数の区分に応じ、次の表に掲げる金額

を、当該申請及び当該申請と同時に行われた同一

の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(そ

の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切

り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたとき

はこれを100円に切り上げた額)とする。 

工事の種

別 

住宅の戸

数 

金額 確認書若しくは住

宅性能評価書又は

それらの写しを添

付して申請する場

合における金額 

 

新築 1戸 53,000円 11,000円 

2戸以上5

戸以下 

122,000

円 

21,000円 

6戸以上 194,000

円 

34,000円 

増築又は

改築 

1戸 72,000円 17,000円 

2戸以上5

戸以下 

166,000

円 

31,000円 

6戸以上 264,000

円 

51,000円 

 

工事の種

別 

住宅の戸

数 

金額 適合証を

添付して

申請する

場合にお

ける金額 

住宅性能

評価書を

添付して

申請する

場合にお

ける金額 

新築 1戸 53,000円 8,200円 16,000円 

2戸以上5

戸以下 

122,000

円 

15,000円 52,000円 

6戸以上 194,000

円 

25,000円 83,000円 

増築又は

改築 

1戸 72,000円 11,000円  

2戸以上5

戸以下 

166,000

円 

20,000円  

6戸以上 264,000

円 

34,000円  

 

2 略 2 略 

  

(変更認定申請に係る手数料の額) (変更認定申請に係る手数料の額) 

第4条 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建

築等計画の変更認定申請に係る手数料の額は、次

第4条 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建

築等計画の変更認定申請に係る手数料の額は、次
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改正後 改正前 

の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期若

しくは完了予定時期、譲受人(法第5条第2項に

規定する譲受人をいう。次条において同じ。)

の決定の予定時期又は管理者等(法第5条第4項

に規定する管理者等をいう。次条において同

じ。)の選任の予定時期の変更 1件につき750

円 

(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期若

しくは完了予定時期又は譲受人(法第5条第2項

に規定する譲受人をいう。次条において同じ。)

の決定の予定時期の変更 1戸につき750円 

(2) 前号に掲げる変更以外の変更 当該申請に

係る工事の種別及び1棟の住宅の戸数の区分に

応じ、次の表に掲げる金額を、当該申請及び当

該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変

更認定申請の総数で除して得た額(その額に50

円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときはこれ

を100円に切り上げた額) 

(2) 前号に掲げる変更以外の変更 当該申請に

係る工事の種別及び1棟の住宅の戸数の区分に

応じ、次の表に掲げる金額を、当該申請及び当

該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変

更認定申請の総数で除して得た額(その額に50

円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときはこれ

を100円に切り上げた額) 

工事の種

別 

住宅の戸

数 

金額 確認書若しくは住

宅性能評価書又は

それらの写しを添

付して申請する場

合における金額 

 

新築 1戸 31,000円 8,700円 

2戸以上5

戸以下 

68,000円 16,000円 

6戸以上 110,000

円 

27,000円 

増築又は

改築 

1戸 42,000円 12,000円 

2戸以上5

戸以下 

93,000円 24,000円 

6戸以上 150,000

円 

40,000円 

 

工事の種

別 

住宅の戸

数 

金額 適合証を

添付して

申請する

場合にお

ける金額 

住宅性能

評価書を

添付して

申請する

場合にお

ける金額 

新築 1戸 31,000円 4,800円 12,000円 

2戸以上5

戸以下 

68,000円 8,500円 33,000円 

6戸以上 110,000

円 

14,000円 54,000円 

増築又は

改築 

1戸 42,000円 6,500円  

2戸以上5

戸以下 

93,000円 11,000円  

6戸以上 150,000

円 

19,000円  

 

2 略 2 略 

  

第5条 法第9条第1項の規定による譲受人を決定し

た場合又は同条第3項の規定による管理者等が選

任された場合における認定長期優良住宅建築等

計画の変更認定申請に係る手数料の額は、1件に

つき1,500円とする。 

第5条 法第9条第1項の規定による譲受人を決定し

た場合における認定長期優良住宅建築等計画の

変更認定申請に係る手数料の額は、1戸につき1,

500円とする。 

     附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正後の北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例の規定は、この

条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料

については、なお従前の例による。 
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議案第８号 

 
 

北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一 
部を改正する条例について 

 
 
北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例（昭和５３年広

島町条例第４０号）の一部を別紙のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 消防団員の処遇の改善を図るため、国において非常勤消防団員の報酬

等の基準が定められたこと等に鑑み、所要の改正を行うものです。 
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  北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和53年広島町条例第40号)

の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

(任用) (任用) 

第3条 団長は消防団の推薦に基づき市長が、その

他の団員は市長の承認を得て団長が、次の各号の

いずれにも該当する者のうちから任命する。 

第3条 消防団員(以下「団員」という。)は、次の

各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を

得て団員を任命する。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健であって、団

員たるにふさわしい者 

(3) 志操堅固、身体強健で団員たるにふさわし

い者であること。 

  

(服務規律) (服務規律) 

第8条 団員は、招集によって出動し、服務するも

のとする。また、招集の命を受けない場合にあっ

ても、水火災又は地震等の災害の発生を知ったと

きは、あらかじめ団長の定めるところに従い直ち

に出動し、服務しなければならない。 

第8条 団員は、招集によって出動し、服務するも

のとする。また、招集の命を受けない場合にあっ

ても、水火災の発生その他非常災害の発生を知っ

たときは、あらかじめ団長の定めるところに従い

直ちに出動し、服務しなければならない。 

  

(報酬) (報酬) 

第12条 団員には、報酬として別表に定める年額報

酬及び出動報酬を支給する。 

第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給す

る。 

  

(費用弁償) (費用弁償) 

第13条 団員が公務のために旅行する場合の費用

弁償は、北広島市職員の旅費に関する条例(昭和4

4年広島町条例第17号)の適用を受ける職員の例

により支給する。 

第13条 団員が水・火災等出動、警戒・訓練等出動

及び機械整備出動した場合又は公務により旅行

する場合においては、別表第2に定める費用弁償

を支給する。 

  

別表(第12条関係) 別表第1(第12条関係) 

1 年額報酬  

区分 

職名 

年額報酬の額 摘要 

団長 82,500円  

副団長 69,000円  

分団長 50,500円  

副分団長 45,500円  

部長・班長 37,000円  

団員 36,500円  
 

区分 

職名 

支給単

位 

報酬の額 摘要 

団長 年額 82,500円  

副団長 年額 69,000円  

分団長 年額 50,500円  

副分団長 年額 45,500円  

部長・班長 年額 37,000円  

団員 年額 36,000円  
 

2 出動報酬  

区分 

職名 

出動 支給単位 額 摘要 

団長 

副団長 

分団長 

副分団長 

部長 

班長 

団員 

災害出動 日額 7,000円 出動で現場

において業

務に従事し

た時間が4

時間を超え

るときは、4

時間を超え 
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改正後 改正前 

     

    るごとに7,

000円を加

算する。 

 警 戒 出

動、訓練

又は研修 

日額 7,000円  

班長 

団員 

機械整備

出動 

年額 7,000円  

 

  

 別表第2(第13条関係) 

 区分 

職名 

費用弁償 摘要 

区分 支給単

位 

額 

団長 

副団長 

分団長 

副分団長 

部長 

班長 

団員 

水・火災

等出動 

1回 7,000円 出動で現場

において業

務に従事し

た時間が4

時間を超え

たときは4

時間ごとに

1回を加算

する。 

警戒・訓

練 等 出

動 

1回 7,000円  

班長・団員 機 械 整

備出動 

年額 7,000円  

団長 

副団長 

分団長 

副分団長 

部長 

班長 

団員 

旅費 その他の職員の

額 

北広島市職

員の旅費に

関する条例

(昭和44年

広島町条例

第17号)を

準用する。 

研 修 旅

費 

1日 6,500円 

 

     附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正後の北広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定は、この条例

の施行の日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前

に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。 
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議案第９号 

 
 

北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会設置条例の 
一部を改正する条例について 

 
 
北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会設置条例（令和２年北

広島市条例第４号）の一部を別紙のとおり改正いたしたい。 
 
 
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 史跡旧島松駅逓所の整備に係る計画に引き続き、大規模改修に向けた

基本設計及び実施設計について調査審議するため、所要の改正を行うも

のです。 
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北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会設置条例の一部を改正 

する条例 

 

北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会設置条例(令和2年北広島市条例第4

号)の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

北広島市旧島松駅逓所整備検討委員会 

設置条例 

北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検 

討委員会設置条例 

  

(設置) (設置) 

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109

条第1項の規定により史跡として指定された旧島

松駅逓所(以下「駅逓所」という。)の大規模な改

修に向けた基本設計及び実施設計の内容を検討

するため、北広島市旧島松駅逓所整備検討委員会

(以下「委員会」という。)を設置する。 

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109

条第1項の規定により史跡として指定された旧島

松駅逓所(以下「駅逓所」という。)の大規模な改

修に向けた北広島市旧島松駅逓所整備基本計画

を策定するため、北広島市旧島松駅逓所整備基本

計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置

する。 

  

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審

議する。 

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審

議する。 

(1) 駅逓所の整備に係る基本設計及び実施設計

に関すること。 

(1) 駅逓所の整備に係る計画に関すること。 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

  

附 則 附 則 

 (施行期日)  (施行期日) 

1 略 1 略 

(この条例の失効) (この条例の失効) 

2 この条例は、第2条第1号に掲げる事項の調査審

議を終了した日限り、その効力を失う。 

2 この条例は、北広島市旧島松駅逓所整備基本計

画の策定を終了した日限り、その効力を失う。 
  

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この条例の施行の日から改正前の北広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会設

置条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号の計画の策定を終了するまでの間におけ

る改正後の北広島市旧島松駅逓所整備検討委員会設置条例(以下「新条例」という。)

第2条第1号の規定の適用については、「基本設計及び実施設計」とあるのは「基本設

計及び実施設計並びに計画」とする。 

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により委嘱された北広島市旧島松駅逓所整備

基本計画検討委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例の規定により

北広島市旧島松駅逓所整備検討委員会の委員として委嘱されたものとみなす。 
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議案第１０号 

 

 

   土木事務所新築工事の内建築主体工事の請負契約について 

 

 

 条件付一般競争入札に付した土木事務所新築工事の内建築主体工事

の請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和４０年広島村条例第４号）第２条の規定

により議会の議決を求める。 
記 

１ 契約の目的  土木事務所新築工事の内建築主体工事  
２ 契約の金額  ７０６，２００，０００円（うち消費税及び 
          地方消費税６４，２００，０００円） 
３ 契約の相手方  丸彦渡辺・森崎重機特定共同企業体 
          代表者 札幌市豊平区豊平６条６丁目５番８号 

丸彦渡辺建設株式会社 
              代表取締役 岡 本 啓 治 
          構成員 北広島市中央３丁目８番地４  

三和ビル 
森崎重機株式会社 
代表取締役 森 崎 佳 旺 
 

           
  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 土木事務所の新築工事を行うものです。 
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第 １ 回 目

工　期

価        格

　

※　当該金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札業者名

契 約  金  額

消費税等の額

入　札　状　況　調　書
１

２

入 札 番 号

円（消費税含む。)

　代理人

３

４

５

件 名

入 札 年 月 日

入 札 場 所

入 札 結 果

土木事務所新築工事の内建築主体工事

令 和 4 年 1 月 1 9 日 9 時 3 0 分

北広島市役所4階4F会議室 予 定 価 格 7 4 1 , 6 7 5 , 0 0 0

　 　 　　

　　　　

第 ２ 回 目 第 ３ 回 目 第 ４ 回 目 備 　 考

令 和 5 年 6 月 3 0 日から まで

円

円

円

業 者 名

丸彦渡辺・森崎重機特定共同企業体

岩倉・広島特定共同企業体

ピーエス三菱・佐々木・広谷建設特定共
同企業体

アイグステック・丹波組特定共同企業体

岩田地崎・児玉特定共同企業体

山﨑・エルム特定共同企業体

642,000,000

705,000,000

709,000,000

674,000,000

711,000,000

730,000,000

入札書比較価格 6 7 4 , 2 5 0 , 0 0 0 円（消費税除く。）

706,200,000

64,200,000

642,000,000
丸彦渡辺・森崎重機特定共同企業体

落札1

3

4

2

5

6

契 約 締 結 の 日

号263告示第北広島市

条件付一般競争入札

74

予定価格事後公表

調査基準価格 6 2 0 , 3 7 3 , 5 0 0 円（消費税除く。）
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議案第１１号 

 
 

   財産の処分について 
 
 
 北海道ボールパークＦビレッジ構想に係る用地として、下記の土地を

売却するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和４０年広島村条例第４号）第３条の規定により議会の議

決を求める。 

 

記 
１ 所    在  北広島市共栄 
２ 面    積  ９，３０５．１６㎡ 
３ 種    別  雑種地 
４ 処分予定価格  １３２，２７５，５２８円 
５ 契約の相手方  別添資料のとおり 
 

 

  令和４年２月１４日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 北海道ボールパークＦビレッジ構想に係る用地として、市有地を売

却するものです。 
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